
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自殺対策検証評価会議の開催について 

平成 25 年７月 26 日

自殺総合対策会議決定 

１ 趣旨 

自殺総合対策大綱（平成 24 年８月 28 日閣議決定）に基づき、中立・公正の

立場から本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況等を検証し、施策の

効果等を評価するため、自殺対策検証評価会議（以下「会議」という。）を開

催する。 

２ 構成等 

（１）	 会議は、別紙に掲げる者をもって構成する。ただし、内閣府特命担当

大臣（自殺対策）は、必要があると認めるときは、構成員を追加するこ

とができる。 

（２） 会議は、内閣府特命担当大臣（自殺対策）が招集する。 

（３）	 座長は、必要に応じ、関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求

めることができる。 

（４）	 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務

を代理する。 

３ 会議における議事の公表 

座長は、会議の終了後、速やかに、当該会議の議事要旨を作成し、これを

公表する。また、一定期間を経過した後に、当該会議の議事録を作成し、会

議に諮った上で、これを公表する。 

４ 意見の取扱い等 

会議における意見は、内閣府において整理し、必要に応じ自殺総合対策会

議に報告する。 

５ 庶務 

会議の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府自殺対策推進室におい

て処理する。 

６ その他 

（１） 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事

項は、内閣府特命担当大臣（自殺対策）が定める。 

（２） 	「自殺対策推進会議の開催について」（平成 20 年１月 31 日自殺総合

対策会議決定）は、廃止する。



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

＜委    員＞

岩 井 淳

久保田 貴 文 

須 賀 万 智 

中 西 三 春 

南 島 和 久 

（別紙） 

自殺対策検証評価会議構成員名簿 

群馬大学社会情報学部 

情報行動学科准教授 

統計数理研究所 

リスク解析戦略研究センター 

特任教授 

東京慈恵会医科大学 

環境保健医学講座准教授 

医療経済研究・社会保険福祉協会 

医療経済研究機構研究部主任研究員 

神戸学院大学法学部准教授 

【五十音順、敬称略、役職は平成 25 年７月 26 日現在】 
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